
令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日
奈 良 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課
（ 犯 罪 抑 止 対 策 室 ）

『金塊を渡せ』は、
詐欺（さぎ）！！

警察官①

②

『玄関先に金塊を置いて』 は詐欺！！③

『投資』

が金塊を預かることはありません！！

で金塊を渡す手続きはありません！！

『警察庁推奨アプリ』詐欺対策はアプリから！

ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら

ios Android

「金融庁職員」やその他公務員もです

金塊の購入先を指定することもありません

他の誰かに盗られたらどうするんですか

あなたのまわりはもうはじめています

お願い！早く気づいて！


